
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和８年４月から 

小型充電式電池類を回収します！ 

 令和８年４月１日（水）から、収集・処理時の事故防止、ごみの減量

及び資源の有効活用を目的として、一般家庭で使用済みとなった小型充

電式電池類の回収を実施します。 

 回収場所：那須烏山市役所烏山庁舎  

まちづくり課執務室前の小型家電回収ボックス横 

 

問合せ先 

那須烏山市まちづくり課環境グループ 

TEL：0287-83-1120 

回収対象品目の例 

充電式電池 

（ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ・ﾆｯｹﾙ水素・ﾆｶﾄﾞ電池） 
モバイルバッテリー 

 

電子タバコ 

 

※設置済みの小型家電回収ボックスには入れないでください 

小型充電式電池とは、デジカメ、携帯電話、

モバイルバッテリー等で使用されている繰り

返し使うことのできる電池です。 

ﾆｶﾄﾞ電池 ﾆｯｹﾙ水素電池 ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池 

リサイクルマークの種類 

その他識別表示 

Li-イオン電池 

Li-ion電池 

密閉型ﾆｯｹﾙｶﾄﾞ

ﾐｳﾑ蓄電池 

Ni-Cd電池 

密閉型ﾆｯｹﾙ

水素蓄電池 

Ni-MH電池 

出し方 

①必ず電極にテープを貼り、絶縁してください。 

②烏山庁舎まちづくり課執務室前の小型充電式電

池回収ボックスに入れてください。 



 

電池類の出し方 
乾電池・ボタン電池 

従来通り有害ごみの日に、透明な袋に入れてごみステーションへ 

※必ず電極にテープを貼り、絶縁して下さい 

 

小型充電式電池類 

品目の例：モバイルバッテリー、電子タバコ、充電式電池（ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池、

ﾆｯｹﾙ水素電池、ニカド電池） 

※必ず電極にテープを貼り、絶縁して下さい 

小型充電式電池回収ボックスへ 

 設置場所：烏山庁舎まちづくり課執務室前小型家電回収ボックスの横 

電池が取り出せない小型家電製品 

品目の例：携帯電話、スマートフォン、パソコン、タブレット、ゲーム機等 

従来の小型家電回収ボックスへ 

 設置場所：烏山庁舎、南那須庁舎、保健福祉センター、烏山公民館 


